
昭
和
三
十
八
年
人
事
院
規
則
一
〇―

五

人
事
院
規
則
一
〇―

五
（
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
〇―

五
（
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
一
〇―

四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
及
び
規
則
一
〇―

一
三
（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
等
の

た
め
の
業
務
等
に
係
る
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
基
本
原
則
）

第
二
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
が
放
射
線
を
受
け
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
規
則
で
「
放
射
線
」
と
は
、
直
接
又
は
間
接
に
空
気
を
電
離
す
る
能
力
を
も
つ
粒
子
線
又
は
電
磁
波
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
　
ア
ル
フ
ァ
線
、
重
陽
子
線
、
陽
子
線
そ
の
他
の
重
荷
電
粒
子
線

二
　
ベ
ー
タ
線
及
び
電
子
線

三
　
中
性
子
線

四
　
ガ
ン
マ
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線

２
　
こ
の
規
則
で
「
放
射
性
物
質
」
と
は
、
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
」
と
い
う
。
）
、
そ
の
化
合
物
及
び
こ
れ
ら
の
含
有
物
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
　
放
射
性
同
位
元
素
が
一
種
類
で
あ
り
、
か
つ
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
及
び
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度
を
超
え
る
も
の

二
　
放
射
性
同
位
元
素
が
一
種
類
で
あ
り
、
か
つ
、
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
を
超
え
る
も
の
。
た
だ
し
、
そ
の
数
量
が
三
・
七
メ
ガ
ベ
ク

レ
ル
以
下
の
密
封
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
以
下
の
固
体
の
も
の
を
除
く
。

三
　
放
射
性
同
位
元
素
が
二
種
類
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ
　
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
る
も
の

ロ
　
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
濃
度
の
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
る
も
の

四
　
放
射
性
同
位
元
素
が
二
種
類
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
又
は
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
別
表
第
一
の
第
二
欄

又
は
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
を
超
え
る
も
の
。
た
だ
し
、
そ
の
数
量
が
三
・
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
密
封
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
以
下
の
固
体
の
も

の
を
除
く
。

３
　
こ
の
規
則
で
「
管
理
区
域
」
と
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
区
域
を
い
う
。

一
　
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
が
、
三
月
間
に
つ
き
一
・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域

二
　
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
人
事
院
の
定
め
る
濃
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域

三
　
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
、
人
事
院
の
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域

四
　
三
月
間
に
つ
い
て
の
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
の
第
一
号
に
掲
げ
る
線
量
に
対
す
る
割
合
と
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
第
二
号
に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
、
一
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域

４
　
前
項
及
び
第
十
四
条
に
規
定
す
る
実
効
線
量
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
こ
の
規
則
で
「
放
射
線
業
務
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
業
務
（
規
則
一
〇―

一
三
第
一
条
に
規
定
す
る
除
染
等
関
連
業
務
及
び
特
定
線
量
下
業
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
　
エ
ッ
ク
ス
線
を
発
生
さ
せ
る
装
置
（
次
号
の
装
置
を
除
く
。
以
下
「
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
」
と
い
う
。
）
の
使
用
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
の
発
生
を
伴
う
当
該
装
置
の
検
査

二
　
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
、
ベ
ー
タ
ト
ロ
ン
そ
の
他
の
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
装
置
（
以
下
「
荷
電
粒
子
加
速
装
置
」
と
い
う
。
）
の
使
用
又
は
放
射
線
の
発
生
を
伴
う
当
該
装
置
の
検
査

三
　
エ
ッ
ク
ス
線
管
又
は
ケ
ノ
ト
ロ
ン
の
ガ
ス
抜
き
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
の
発
生
を
伴
う
こ
れ
ら
の
検
査

四
　
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
そ
の
他
の
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
（
以
下
「
放
射
性
物
質
装
備
機
器
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い

五
　
放
射
性
物
質
又
は
当
該
放
射
性
物
質
若
し
く
は
荷
電
粒
子
加
速
装
置
か
ら
発
生
し
た
放
射
線
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱
い

六
　
原
子
炉
の
運
転

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
付
随
す
る
業
務
で
管
理
区
域
に
立
ち
入
つ
て
行
う
も
の

八
　
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
立
入
検
査
等
（
法
令
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
の
業
務
で
人
事
院
が
定
め
る
も
の

（
職
員
の
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
限
度
）

第
四
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
放
射
線
業
務
従
事
職
員
」
と
い
う
。
）
の
実
効
線
量
が
、
次
に
掲
げ
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
の
実
効
線
量
の
限
度
　
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
　
一
の
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
実
効
線
量
の
限
度
　
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

三
　
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
初
日
と
す
る
各
三
月
間
の
女
子
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
子
及
び
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
時
か
ら
出
産
ま
で
の
間
（
以
下
「
妊
娠
中
」
と
い
う
。
）
の
女

子
を
除
く
。
）
の
実
効
線
量
の
限
度
　
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

四
　
妊
娠
中
の
女
子
の
体
内
に
摂
取
し
た
放
射
性
物
質
か
ら
の
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
内
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
実
効
線
量
の
限
度
　
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
放
射
線
業
務
従
事
職
員
の
等
価
線
量
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
組
織
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



一
　
眼
の
水
晶
体
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
の
年
度
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
　
皮
膚
　
一
の
年
度
に
つ
き
五
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

三
　
妊
娠
中
の
女
子
の
腹
部
表
面
　
二
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

（
緊
急
作
業
に
お
け
る
被
ば
く
限
度
）

第
四
条
の
二
　
第
二
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
を
要
す
る
作
業
（
以
下
「
緊
急
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
男
子
職
員
及
び
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診

断
さ
れ
た
女
子
職
員
の
当
該
緊
急
作
業
の
期
間
中
の
線
量
の
限
度
は
、
前
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
実
効
線
量
　
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
　
等
価
線
量
　
眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
皮
膚
に
つ
い
て
は
一
シ
ー
ベ
ル
ト

（
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
）

第
四
条
の
三
　
男
子
職
員
又
は
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
子
職
員
で
あ
つ
て
、
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
又
は
原
子
力
運
転
検
査
官
で
あ
る
も
の
（
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
が
指
名
す
る
者
に
限
る
。
第
四
項
に

お
い
て
「
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
等
」
と
い
う
。
）
が
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
故
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
実
効
線
量
の
限
度
に
つ
い
て
前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
人

事
院
が
認
め
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
緊
急
作
業
の
期
間
中
の
実
効
線
量
の
限
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
」
と
い
う
。
）
は
、
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
人
事
院
は
、
直
ち
に
、
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
定
め
る
。

一
　
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
象
の
う
ち
人
事
院
が
定
め
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合

二
　
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
に
係
る
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
従
事
さ
せ
る
間
に
受
け
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
つ
、
放
射
線
に
つ
い
て
は
、
当
該
緊
急
作
業
に
係
る
事
故
の
状
況
に
応
じ
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
に
係
る
緊
急
作
業
に
つ
い
て
は
、
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
等
以
外
の
者
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
人
事
院
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
緊
急
被
ば
く
限
度
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
に
係
る
職
員
が
受
け
た
線
量
、
事
故
の
収
束
の
た
め
に
必
要
と
な
る
作
業
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
こ
れ
を

変
更
し
、
か
つ
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
こ
れ
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
線
量
の
測
定
）

第
五
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
上
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
職
員
の
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
線
量
及
び
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
職
員
が
管
理
区
域
に
立
ち
入
つ
て
い
る
間
、
継
続
し
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
測
定
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
別
に
応
じ
て
、
放
射
線
の
種
類
及
び
そ
の
有
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値

に
基
づ
き
、
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
、
次
号
ハ
に
掲
げ
る
部
位
に
つ
い
て
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測

定
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
測
定
は
、
次
に
掲
げ
る
部
位
に
放
射
線
測
定
器
を
装
着
さ
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
線
測
定
器
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
は
、
計
算
に
よ
つ
て
算
出
す
る
こ
と
。

イ
　
胸
部
（
女
子
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
子
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
腹
部
）

ロ
　
頭
部
・

け
い頸

部
、
胸
部
・
上
腕
部
及
び
腹
部
・
大

た
い腿

部
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
位
が
胸
部
・
上
腕
部
以
外
（
女
子
に
あ
つ
て
は
、
腹
部
・
大

た
い腿

部
以
外
）
の
部
位
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
部
位

ハ
　
人
体
部
位
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
位
が
頭
部
・

け
い頸

部
、
胸
部
・
上
腕
部
及
び
腹
部
・
大

た
い腿

部
以
外
の
部
位
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
位
（
中
性
子
線
の
場
合
を
除
く
。
）

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
を
算
定
す
る
た
め
の
線
量
の
測
定
は
、
眼
の
近
傍
そ
の
他
の
適
切
な
部
位
に
つ
い
て
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
の
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
若
し
く
は
こ
れ
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
室
（
以
下
「
作
業
室
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
る
職
員
に
つ
い
て
、
三
月
（
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
男
子
職
員
及
び
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
子
職
員
、
一
月
に
受
け
る
実
効
線
量
が
一
・
七
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お

そ
れ
の
あ
る
女
子
職
員
（
妊
娠
す
る
可
能
性
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
女
子
職
員
及
び
妊
娠
中
の
女
子
職
員
を
除
く
。
）
並
び
に
妊
娠
中
の
女
子
職
員
（
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
一
月
測
定
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

一
月
）
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
及
び
放
射
性
物
質
を
誤
つ
て
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
各
項
に
規
定
す
る
測
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
く
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
規

制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
施
設
等
の
基
準
）

第
六
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
に
放
射
線
業
務
（
第
三
条
第
五
項
第
八
号
の
業
務
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ
る
に
は
次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
同
位
元
素
等
規
制
法
第
六
条
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
三
条
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
た
施
設
等
で
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
係
る
防
護
措
置
）

第
七
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
定
格
管
電
圧
（
波
高
値
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
以
上
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
（
エ
ッ
ク
ス
線
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
研
究
又
は
教
育
の
た
め
使
用
の
都
度
組
み
立
て
る
装
置
及
び
診
療

用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
防
護
措
置
を
と
つ
た
も
の
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
の
目
的
が
妨
げ
ら
れ
な
い
限
り
人
事
院
の
定
め
る
性
能
を
有
す
る
照
射
筒
又
は
絞
り
を
取
り
付
け
る
こ
と
。
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二
　
ろ
過
板
を
取
り
付
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
の
性
質
上
軟
線
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
又
は
職
員
が
軟
線
を
受
け
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
利
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
管
焦
点
受
像
器
間
距
離
に
お
い
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
受
像
面
（
受
像
面
が
円
形
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
エ
ッ
ク
ス
線
照
射
野
が
矩
形
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
像
面
に
外
接
す
る
大
き
さ
）
を
超
え

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
透
視
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
。
た
だ
し
、
エ
ッ
ク
ス
線
の
照
射
中
に
職
員
の
身
体
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
装
置
内
部
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
遮
へ
い
さ
れ
た
構
造
の
エ
ッ
ク
ス
線
装

置
を
用
い
て
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
透
視
の
作
業
に
従
事
す
る
職
員
が
作
業
位
置
で
エ
ッ
ク
ス
線
の
発
生
を
止
め
、
又
は
利
用
線
錐
を
遮
へ
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

ロ
　
定
格
管
電
流
の
二
倍
以
上
の
電
流
が
エ
ッ
ク
ス
線
管
に
通
じ
た
と
き
に
、
直
ち
に
エ
ッ
ク
ス
線
管
回
路
を
開
放
位
に
す
る
自
動
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

ハ
　
利
用
線
錐
中
の
蛍
光
板
、
イ
メ
ー
ジ
イ
ン
テ
ン
シ
フ
ァ
イ
ア
等
の
受
像
器
を
通
過
し
た
エ
ッ
ク
ス
線
の
空
気
中
の
空
気
カ
ー
マ
率
が
、
エ
ッ
ク
ス
線
管
の
焦
点
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
十
七
・
四
マ
イ
ク
ロ
グ
レ

イ
毎
時
以
下
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
用
い
て
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
透
視
時
の
最
大
受
像
面
を
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
超
え
る
部
分
を
通
過
し
た
エ
ッ
ク
ス
線
の
空
気
中
の
空
気
カ
ー
マ
率
が
、
エ
ッ
ク
ス
線
管
の
焦
点
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
十
七
・
四
マ
イ
ク
ロ
グ
レ
イ
毎
時

以
下
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
用
い
て
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
被
照
射
体
の
周
囲
に
は
、
利
用
線
錐
以
外
の
エ
ッ
ク
ス
線
を
有
効
に
遮
へ
い
す
る
た
め
の
適
当
な
設
備
を
備
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
用
い
て
行
う
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
標
識
の
掲
示
）

第
八
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
装
置
又
は
機
器
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
掲
示
事
項
を
明
記
し
た
標
識
を
、
当
該
装
置
若
し
く
は
機
器
又
は
そ
の
附
近
の
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

装
置
又
は
機
器

掲
示
事
項

エ
ッ
ク
ス
線
装
置

定
格
出
力

荷
電
粒
子
加
速
装
置

装
置
の
種
類
、
放
射
線
の
種
類
及
び
最
大
エ
ネ
ル
ギ
ー

放
射
性
物
質
装
備
機
器

機
器
の
種
類
並
び
に
装
備
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
含
ま
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
室
）

第
九
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
（
診
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
専
用
の
室
を
設
け
、
当
該
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
そ
の
室

内
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
随
時
移
動
さ
せ
て
使
用
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置

二
　
専
用
の
室
内
に
設
置
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
エ
ッ
ク
ス
線
装
置

三
　
装
置
の
外
側
表
面
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
二
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
よ
う
に
遮
へ
い
さ
れ
た
構
造
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
た
専
用
の
室
（
以
下
「
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
室
」
と
い
う
。
）
の
入
口
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
室
で
あ
る
こ
と
。

二
　
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
室
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
種
類

３
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
必
要
の
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
を
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
室
内
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
警
報
装
置
）

第
十
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
そ
の
旨
を
自
動
的
に
警
報
す
る
装
置
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
装
置
の
あ
る
場
所
の
入
口
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
定
格
管
電
圧
が
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
以
下

の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
そ
の
装
備
し
て
い
る
放
射
性
物
質
の
数
量
が
四
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
未
満
の
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
自
動
警
報
装
置
以
外
の
警
報
装
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
荷
電
粒
子
加
速
装
置
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
エ
ッ
ク
ス
線
管
若
し
く
は
ケ
ノ
ト
ロ
ン
の
ガ
ス
抜
き
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
の
発
生
を
伴
う
こ
れ
ら
の
検
査
を
行
う
装
置
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

三
　
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
で
照
射
し
て
い
る
場
合

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
等
の
定
期
検
査
）

第
十
一
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
及
び
電
子
顕
微
鏡
（
定
格
加
速
電
圧
が
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
未
満
の
電
子
顕
微
鏡
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
定
期
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
検
査
及
び
前
項
の
記
録
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

（
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
届
出
）

第
十
二
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
設
置
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
関
す
る
事
項
を
速
や
か
に
人
事
院
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
区
域
の
明
示
等
）

第
十
三
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
管
理
区
域
を
標
識
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
必
要
の
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
を
管
理
区
域
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
管
理
区
域
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
放
射
線
測
定
器
の
装
着
に
関
す
る
注
意
事
項
、
放
射
性
物
質
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
緊
急
措
置
等
放
射
線
障
害
の
防
止
に
必
要
な
事
項
を

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
立
入
禁
止
）

第
十
四
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
又
は
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を
随
時
移
動
さ
せ
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
の
照
射
中
、
そ
の
エ
ッ
ク
ス
線
管
の
焦
点
又
は
放
射
線
源
及
び
被
照
射
体
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
（
撮
影

に
使
用
す
る
診
療
用
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
二
メ
ー
ト
ル
）
以
内
の
場
所
（
外
部
放
射
線
に
よ
る
実
効
線
量
が
一
週
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
場
所
を
除
く
。
）
に
職
員
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
の
照
射
口
の
開
閉
又
は
放
射
線
源
の
位
置
の
調
整
を
行
う
た
め
に
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
所
を
標
識
に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
源
の
確
認
）

第
十
五
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
放
射
性
物
質
装
備
機
器
を
随
時
移
動
さ
せ
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
使
用
後
直
ち
に
当
該
放
射
性
物
質
装
備
機
器
の
放
射
線
源
が
紛
失
し
、
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
放
射
線
測
定

器
を
用
い
て
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
点
検
に
よ
り
放
射
線
源
が
紛
失
し
、
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
当
該
放
射
線
源
を
探
査
す
る
と
と
も
に
、
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
に
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
汚
染
の
防
止
及
び
除
去
）

第
十
六
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
物
質
又
は
こ
れ
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
を
使
用
し
、
保
管
し
、
運
搬
し
、
保
管
廃
棄
し
、
又
は
廃
棄
す
る
場
合
等
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
（
以
下
「
汚
染
」

と
い
う
。
）
を
防
止
し
、
又
は
除
去
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
次
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
同
位
元
素
等
規
制
法
第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

し
た
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
及
び
作
業
衣
）

第
十
七
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
濃
度
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
密
度
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
職
員
に
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
作
業
の
種
類
及
び
内
容
に
応

じ
て
そ
れ
ぞ
れ
適
当
な
保
護
具
を
備
え
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
職
員
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
作
業
室
に
お
い
て
職
員
に
作
業
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
専
用
の
作
業
衣
及
び
履
物
を
備
え
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
職
員
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
飲
食
等
の
禁
止
）

第
十
八
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
に
作
業
室
そ
の
他
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
飲
食
及
び
喫
煙
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
の

長
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
場
所
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
汚
染
検
査
）

第
十
九
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
作
業
室
に
お
い
て
作
業
に
従
事
し
た
職
員
が
作
業
室
か
ら
退
室
す
る
と
き
は
、
そ
の
身
体
及
び
作
業
衣
等
の
汚
染
の
状
態
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
検
査
に
よ
り
職
員
の
身
体
又
は
作
業
衣
等
が
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
密
度
を
超
え
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
当
該
職
員
を
作
業
室

か
ら
退
室
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
身
体
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
密
度
以
下
に
な
る
よ
う
に
そ
の
汚
染
を
除
去
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
作
業
衣
等
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
作
業
衣
等
を
脱
が
せ
る
こ
と
。

（
緊
急
時
の
退
避
及
び
立
入
禁
止
）

第
二
十
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
著
し
く
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
、
又
は
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
生
じ
た
区
域
か
ら
直
ち
に
職
員
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

各
省
各
庁
の
長
は
、
直
ち
に
そ
の
区
域
を
標
識
に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
線
施
設
（
第
三
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
外
部
放
射
線
を
遮
へ
い
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
遮
へ
い
壁
、
防
護
つ
い
立
そ
の
他
の
遮
へ
い
物

が
、
放
射
性
物
質
の
取
扱
中
に
破
損
し
た
場
合
又
は
放
射
線
の
照
射
中
に
破
損
し
、
か
つ
、
直
ち
に
そ
の
照
射
を
停
止
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

二
　
作
業
室
内
に
設
け
ら
れ
た
局
所
排
気
装
置
又
は
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
が
、
故
障
し
、
破
損
す
る
等
に
よ
り
空
気
が
汚
染
さ
れ
た
場
合

三
　
放
射
性
物
質
が
多
量
に
漏
れ
、
こ
ぼ
れ
、
又
は
散
逸
し
た
場
合

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
著
し
く
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
、
又
は
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
場
合

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
を
前
項
の
区
域
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
緊
急
時
等
に
関
す
る
報
告
）

第
二
十
一
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
人
事
院
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
職
員
が
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
の
二
第
一
号
に
定
め
る
実
効
線
量
の
限
度
又
は
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
条
の
二
第
二
号
に
定
め
る
等
価
線
量
の
限
度
を
超
え
て
被
ば
く
し
た
場
合

二
　
前
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
人
事
院
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
職
員
を
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
当
該
緊
急
作
業
で
受
け
た
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
て
い
る
と
き
　
当
該
緊
急
作
業
を
開
始
し
た
日
か

ら
起
算
し
て
十
五
日
を
経
過
す
る
日
及
び
そ
の
日
か
ら
十
日
を
経
過
す
る
日
ご
と

二
　
職
員
を
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
　
毎
月
末
日
（
当
該
緊
急
作
業
を
開
始
し
た
月
の
末
日
を
除
く
。
）

（
緊
急
時
等
の
診
察
又
は
処
置
）

第
二
十
二
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
、
速
や
か
に
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
の
二
第
一
号
に
定
め
る
実
効
線
量
の
限
度
又
は
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
条
の
二
第
二
号
に
定
め
る
等
価
線
量
の
限
度
を
超
え
て
被
ば
く
し
た
職
員
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二
　
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
に
居
合
わ
せ
た
職
員

三
　
放
射
性
物
質
を
誤
つ
て
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し
た
職
員

四
　
容
易
に
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
皮
膚
が
汚
染
さ
れ
た
職
員

五
　
皮
膚
の
創
傷
部
が
汚
染
さ
れ
た
職
員

（
管
理
区
域
の
線
量
当
量
率
等
の
測
定
等
）

第
二
十
三
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
管
理
区
域
を
明
示
し
た
後
初
め
て
管
理
区
域
内
に
お
い
て
職
員
に
放
射
線
業
務
に
従
事
さ
せ
る
際
及
び
一
月
（
使
用
の
方
法
及
び
遮
へ
い
物
の
位
置
を
一
定
に
し
て
放
射
線
を
発
生
す
る
装
置
を
固

定
し
使
用
す
る
場
合
並
び
に
三
・
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
月
）
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
管
理
区
域
内
及
び
管
理
区
域
の
外
側
の
外
部
放
射
線
に
よ
る

一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
又
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
（
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
の
十
倍
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
が
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
十
倍
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
）
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
作
業
室
を
新
設
し
、
又
は
変
更
し
た
後
初
め
て
作
業
室
に
お
い
て
職
員
に
放
射
線
業
務
に
従
事
さ
せ
る
際
及
び
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
作
業
室
内
の
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
物
の
表
面

の
放
射
性
物
質
の
密
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
明
示
し
た
区
域
内
の
外
部
放
射
線
に
よ
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
物
の
表
面
の
放

射
性
物
質
の
密
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
測
定
は
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
は
、
計
算
に
よ
り
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
測
定
結
果
を
、
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
、
関
係
職
員
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
等
）

第
二
十
四
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
線
量
の
測
定
の
結
果
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
き
算
定
し
た
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量

二
　
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
た
職
員
の
身
体
の
汚
染
の
状
態

三
　
緊
急
作
業
に
従
事
し
た
職
員
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
医
師
の
診
察
又
は
処
置
を
受
け
た
職
員
の
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
又
は
汚
染
の
状
態

四
　
放
射
線
業
務
に
従
事
し
た
職
員
の
作
業
内
容
等

五
　
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果

２
　
前
項
第
一
号
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
初
日
と
す
る
三
月
ご
と
、
一
の
年
度
ご
と
（
眼
の
水
晶
体
に
受
け
た
等
価
線
量
に
あ
つ
て
は
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月

一
日
を
初
日
と
す
る
三
月
ご
と
、
一
の
年
度
ご
と
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
ご
と
）
並
び
に
一
月
測
定
職
員
に
つ
い
て
は
毎
月
一
日
を
初
日
と
す
る
一
月
ご
と
に
、
そ
の
期
間
中
に

お
け
る
線
量
の
測
定
の
結
果
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
き
算
定
し
た
当
該
期
間
に
お
け
る
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
を
そ
れ
ぞ
れ
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
に
よ
る
実
効
線
量
及
び
眼
の
水
晶
体
に
受
け
た
等
価
線
量
の
算
定
の
結
果
、
一
の
年
度
に
つ
い
て
の
実
効
線
量
又
は
眼
の
水
晶
体
に
受
け
た
等
価
線
量
が
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
た
場
合
は
、
当
該
年
度
以
降
は
、
当

該
年
度
を
含
む
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
期
間
の
累
積
実
効
線
量
（
一
の
年
度
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効
線
量
の
合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
累
積
等
価
線
量
（
一
の
年
度
ご
と
に
算
定
さ
れ

た
眼
の
水
晶
体
に
受
け
た
等
価
線
量
の
合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
当
該
期
間
中
毎
年
度
集
計
し
、
そ
れ
ら
の
線
量
の
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
線
量
を
測
定
さ
れ
た
職
員
に
、
前
二
項
の
記
録
後
速
や
か
に
そ
の
職
員
の
当
該
期
間
中
の
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
並
び
に
累
積
実
効
線
量
及
び
累
積
等
価
線
量
を
知
ら
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
教
育
の
実
施
）

第
二
十
五
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
を
放
射
線
業
務
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
）

第
二
十
六
条
　
放
射
線
業
務
従
事
職
員
に
係
る
規
則
一
〇―

四
別
表
第
三
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
同
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
健
康
診
断
及
び
同
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
特
別
定
期
健
康
診
断
（
次
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
検
査
の
項
目
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
被
ば
く
経
歴
の
評
価

二
　
末

し
よ
う

梢

血
液
中
の
白
血
球
数
及
び
白
血
球
百
分
率
の
検
査

三
　
末

し
よ
う

梢

血
液
中
の
赤
血
球
数
の
検
査
及
び
血
色
素
量
又
は
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
値
の
検
査

四
　
白
内
障
に
関
す
る
眼
の
検
査

五
　
皮
膚
の
検
査

２
　
前
項
に
規
定
す
る
規
則
一
〇―

四
第
十
九
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
使
用
す
る
線
源
の
種
類
等
に
応
じ
て
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
検
査
項
目
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
定
期
健
康
診
断
は
、
そ
の
業
務
に
従
事
し
た
後
六
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
定
期
健
康
診
断
の
検
査
項
目
の
う
ち
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
定
期
健
康
診
断
を
行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
実
効
線
量
が
五
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
特
別
定
期
健
康
診
断
を
行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
実
効
線
量
が
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
お
そ
れ
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
と
き
に
限
り
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
れ
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
緊
急
作
業
に
係
る
健
康
診
断
）

第
二
十
六
条
の
二
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
緊
急
作
業
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
放
射
線
業
務
従
事
職
員
に
対
し
、
当
該
業
務
に
従
事
し
た
後
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
及
び
当
該
業
務
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
、

次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

二
　
末

し
よ
う

梢

血
液
中
の
白
血
球
数
及
び
白
血
球
百
分
率
の
検
査

三
　
末

し
よ
う

梢

血
液
中
の
赤
血
球
数
の
検
査
及
び
血
色
素
量
又
は
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
値
の
検
査

四
　
甲
状
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
、
遊
離
ト
リ
ヨ
ー
ド
サ
イ
ロ
ニ
ン
及
び
遊
離
サ
イ
ロ
キ
シ
ン
の
検
査

五
　
白
内
障
に
関
す
る
眼
の
検
査

六
　
皮
膚
の
検
査

２
　
前
項
の
健
康
診
断
の
う
ち
、
定
期
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
の
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
の
際
に
、
当
該
職
員
が
前
回
の
健
康
診
断
後
に
受
け
た
線
量
（
こ
れ
を
計
算
に
よ
つ
て
も
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
推
定
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
（
そ
の
資
料

が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
放
射
線
を
受
け
た
状
況
を
知
る
た
め
に
必
要
な
資
料
）
）
を
医
師
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
の
三
　
緊
急
作
業
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
放
射
線
業
務
従
事
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
直
近
に
受
け
た
前
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
健
康
診
断
と
み
な

す
。

一
　
緊
急
作
業
に
係
る
業
務
に
新
た
に
従
事
さ
せ
る
日
前
一
月
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
　
規
則
一
〇―

四
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
（
同
規
則
別
表
第
三
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
定
期
健
康
診
断
を
行
お
う
と
す
る
日
前
一
月
以
内
に
行
わ
れ
た
も
の
　
当
該
特
別
定
期
健
康
診
断

（
緊
急
作
業
に
係
る
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
）

第
二
十
六
条
の
四
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
を
受
け
た
職
員
（
当
該
健
康
診
断
を
受
け
た
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
障
害
防
止
管
理
規
程
）

第
二
十
七
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
の
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
放
射
線
業
務
を
行
う
官
署
ご
と
に
放
射
線
障
害
防
止
管
理
規
程
を
作
成
し
、
職
員
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
官
職
の
名
称
及
び
当
該
官
職
の
放
射
線
障
害
の
防
止
に
係
る
職
務
内
容

二
　
放
射
線
業
務
に
係
る
放
射
性
物
質
、
放
射
線
を
発
生
す
る
装
置
若
し
く
は
器
具
又
は
測
定
用
若
し
く
は
防
護
用
の
器
具
等
の
使
用
、
取
扱
い
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
放
射
線
業
務
従
事
職
員
の
範
囲
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
管
理
区
域
の
明
示
、
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
管
理
区
域
の
管
理
及
び
管
理
区
域
内
で
の
作
業
位
置
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
放
射
線
業
務
従
事
職
員
又
は
業
務
上
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
必
要
の
あ
る
職
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
放
射
線
障
害
が
発
生
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
発
見
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
職
員
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
職
員
に
対
す
る
保
健
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
職
員
の
実
効
線
量
、
等
価
線
量
、
累
積
実
効
線
量
及
び
累
積
等
価
線
量
並
び
に
放
射
線
施
設
内
に
お
け
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
並
び
に
そ
れ
ら
の
記
録
及
び
そ
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
緊
急
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
に
必
要
な
事
項

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
放
射
線
障
害
防
止
管
理
規
程
を
作
成
（
変
更
を
含
む
。
）
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
人
事
院
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
整
）

第
二
十
八
条
　
管
理
区
域
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
放
射
線
業
務
従
事
職
員
の
う
ち
規
則
一
〇―

一
三
第
一
条
に
規
定
す
る
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
又
は
従
事
し
て
い
た
職
員
が
こ
れ
ら
の
業
務
へ
の
従

事
の
際
に
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
業
務
に
従
事
す
る
際
に
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一―

三
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
放
射
線
施
設
内
に
あ
る
管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
〇―

五
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

6



附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
二
六
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

四
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
改
正
後
の
規
則
一
〇―

五
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
と
な
る
も
の
（
以
下
「
新
放
射
性
物
質
」
と
い
う
。
）
の
み
を
装
備
し
て
い
る
機
器
又
は
新
放
射
性
物
質
の
み
が
密
封
さ
れ
た

も
の
で
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
と
同
一
の
型
式
の
も
の
で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
一

〇―

五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
九
日
人
事
院
規
則
一―

四
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一
〇―

四―

一
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
七
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

六
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
〇―
一
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
〇―

一
三―

一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
規
則
一
〇―

五
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
緊
急
作
業
に
職
員
を
従
事
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
同
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
緊
急
作
業
を
開

始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
当
該
緊
急
作
業
を
開
始
し
た
月
の
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
八
年
四
月
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
八
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

一
〇
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
〇―

五―

一
一
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
三
及
び
第
六
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

第1

欄

第2

欄

第3

欄

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類

数
量
（B

q

）

濃
度
（B

q

／g

）

核
種

化
学
形
等

3H
1
×

1
0
9

1
×

1
0
6

7B
e

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3
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1
0B
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
4

1
1C

一
酸
化
物
及
び
二
酸
化
物

1
×

1
0
9

1
×

1
0
1

1
1C

一
酸
化
物
及
び
二
酸
化
物
以
外
の
も
の

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

1
4C

一
酸
化
物

1
×

1
0
1
1

1
×

1
0
8

1
4C

二
酸
化
物

1
×

1
0
1
1

1
×

1
0
7

1
4C

一
酸
化
物
及
び
二
酸
化
物
以
外
の
も
の

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

1
3N

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

1
5O

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

1
8F

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

1
9N
e

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

2
2N
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
4N
a

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
8M
g

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
6A
l

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

3
1S
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

3
2S
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

3
2P

1
×

1
0
5

1
×

1
0
3

3
3P

1
×

1
0
8

1
×

1
0
5

3
5S

蒸
気

1
×

1
0
9

1
×

1
0
6

3
5S

蒸
気
以
外
の
も
の

1
×

1
0
8

1
×

1
0
5

3
6C
l

1
×

1
0
6

1
×

1
0
4

3
8C
l

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

3
9C
l

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

3
7A
r

1
×

1
0
8

1
×

1
0
6

3
9A
r

1
×

1
0
4

1
×

1
0
7

4
1A
r

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

4
0K

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

4
2K

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

4
3K

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

4
4K

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

4
5K

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

4
1C
a

1
×

1
0
7

1
×

1
0
5

4
5C
a

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

4
7C
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

4
3S
c

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

4
4S
c

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

4
4
mS
c

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

4
6S
c

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1
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4
7S
c

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

4
8S
c

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

4
9S
c

1
×

1
0
5

1
×

1
0
3

4
4T
i

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

4
5T
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

4
7V

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

4
8V

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

4
9V

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

4
8C
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

4
9C
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

5
1C
r

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

5
1M
n

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

5
2M
n

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

5
2
mM
n

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

5
3M
n

1
×

1
0
9

1
×

1
0
4

5
4M
n

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

5
6M
n

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

5
2F
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

5
5F
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
4

5
9F
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

6
0F
e

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

5
5C
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

5
6C
o

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

5
7C
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

5
8C
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

5
8
mC
o

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

6
0C
o

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

6
0
mC
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

6
1C
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
2
mC
o

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

5
6N
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

5
7N
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

5
9N
i

1
×

1
0
8

1
×

1
0
4

6
3N
i

1
×

1
0
8

1
×

1
0
5

6
5N
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

6
6N
i

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

6
0C
u

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

6
1C
u

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1
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6
4C
u

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
7C
u

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
2Z
n

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
3Z
n

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

6
5Z
n

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

6
9Z
n

1
×

1
0
6

1
×

1
0
4

6
9
mZ
n

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

7
1
mZ
n

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

7
2Z
n

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
5G
a

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

6
6G
a

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

6
7G
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
8G
a

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
0G
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

7
2G
a

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
3G
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
6G
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

6
7G
e

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

6
8G
e

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

6
9G
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

7
1G
e

1
×

1
0
8

1
×

1
0
4

7
5G
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

7
7G
e

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
8G
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

6
9A
s

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
0A
s

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
1A
s

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

7
2A
s

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
3A
s

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

7
4A
s

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

7
6A
s

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

7
7A
s

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

7
8A
s

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
0S
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

7
3S
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

7
3
mS
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

7
5S
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

7
9S
e

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4
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8
1S
e

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

8
1
mS
e

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

8
3S
e

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
4B
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
4
mB
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
5B
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

7
6B
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
7B
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

8
0B
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

8
0
mB
r

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

8
2B
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

8
3B
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

8
4B
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

7
4K
r

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

7
6K
r

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

7
7K
r

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

7
9K
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
3

8
1K
r

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

8
1
mK
r

1
×

1
0
1
0

1
×

1
0
3

8
3
mK
r

1
×

1
0
1
2

1
×

1
0
5

8
5K
r

1
×

1
0
4

1
×

1
0
5

8
5
mK
r

1
×

1
0
1
0

1
×

1
0
3

8
7K
r

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

8
8K
r

1
×

1
0
9

1
×

1
0
2

7
9R
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
1R
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

8
1
mR
b

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

8
2
mR
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

8
3R
b

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

8
4R
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

8
6R
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

8
7R
b

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

8
8R
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
9R
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
0S
r

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

8
1S
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
2S
r

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
3S
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1
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8
5S
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

8
5
mS
r

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

8
7
mS
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

8
9S
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

9
0S
r

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
4

1
×

1
0
2

9
1S
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

9
2S
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

8
6Y

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
6
mY

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

8
7Y

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

8
8Y

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
0Y

1
×

1
0
5

1
×

1
0
3

9
0
mY

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
1Y

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

9
1
mY

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

9
2Y

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

9
3Y

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

9
4Y

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

9
5Y

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
6Z
r

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

8
8Z
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

8
9Z
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
3Z
r

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

9
5Z
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
7Z
r

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
8N
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

8
9N
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

9
0N
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

9
3
mN
b

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

9
4N
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
5N
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
5
mN
b

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

9
6N
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

9
7N
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
8N
b

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

9
0M
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

9
3M
o

1
×

1
0
8

1
×

1
0
3

9
3
mM
o

1
×

1
0
6
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1
×

1
0
2

1
9
8T
l

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

1
9
8
mT
l

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

1
9
9T
l

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
0
0T
l

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
1T
l

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
0
2T
l

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
0
4T
l

1
×

1
0
4

1
×

1
0
4

1
9
5
mP
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

1
9
8P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

1
9
9P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
0P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
0
1P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
2P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
0
2
mP
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
3P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
0
5P
b

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

2
0
9P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
5

2
1
0P
b

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
1
1P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
1
2P
b

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
1
4P
b

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
0
0B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
1B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
2B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
3B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
5B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
6B
i

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
0
7B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
1
0B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

24



2
1
0
mB
i

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
1
2B
i

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
1
3B
i

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
1
4B
i

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
0
3P
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
5P
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
6P
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
7P
o

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
0
8P
o

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
0
9P
o

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
1
0P
o

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
0
7A
t

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
1
1A
t

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

2
2
0R
n

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

2
2
2R
n

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
8

1
×

1
0
1

2
2
2F
r

1
×

1
0
5

1
×

1
0
3

2
2
3F
r

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
2
3R
a

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
2
4R
a

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
2
5R
a

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
2
6R
a

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
2
7R
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
2
8R
a

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
2
4A
c

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
2
5A
c

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
2
6A
c

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
2
7A
c

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
3

1
×

1
0
－

1

2
2
8A
c

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
2
7P
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
2
8P
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
0P
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
1P
a

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
3
2P
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
3P
a

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

2
3
4P
a

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
2N
p

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
3N
p

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

2
3
4N
p

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1
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2
3
5N
p

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

2
3
6N
p

物
理
的
半
減
期
が1

.
1
5
×

1
0
5

年
の
も
の

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
3
6N
p

物
理
的
半
減
期
が2

2
.
5

時
間
の
も
の

1
×

1
0
7

1
×

1
0
3

2
3
7N
p

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
3
8N
p

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
3
9N
p

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

2
4
0N
p

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
7A
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
3
8A
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
9A
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
4
0A
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
4
1A
m

1
×

1
0
4

1
×

1
0
0

2
4
2A
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
4
2
mA
m

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
4

1
×

1
0
0

2
4
3A
m

放
射
平
衡
中
の
子
孫
核
種
を
含
む
。

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
4
4A
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
4
4
mA
m

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

2
4
5A
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
4
6A
m

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
4
6
mA
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
3
8C
m

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

2
4
0C
m

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
4
1C
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
4
2C
m

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
4
3C
m

1
×

1
0
4

1
×

1
0
0

2
4
4C
m

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
4
5C
m

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
4
6C
m

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
4
7C
m

1
×

1
0
4

1
×

1
0
0

2
4
8C
m

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
4
9C
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
5
0C
m

1
×

1
0
3

1
×

1
0
－

1

2
4
5B
k

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
4
6B
k

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
4
7B
k

1
×

1
0
4

1
×

1
0
0

2
4
9B
k

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
5
0B
k

1
×

1
0
6

1
×

1
0
1

2
4
4C
f

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4
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2
4
6C
f

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
4
8C
f

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
4
9C
f

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
5
0C
f

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
5
1C
f

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
5
2C
f

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
5
3C
f

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
5
4C
f

1
×

1
0
3

1
×

1
0
0

2
5
0E
s

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
5
1E
s

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

2
5
3E
s

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

2
5
4E
s

1
×

1
0
4

1
×

1
0
1

2
5
4
mE
s

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
5
2F
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
5
3F
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
2

2
5
4F
m

1
×

1
0
7

1
×

1
0
4

2
5
5F
m

1
×

1
0
6

1
×

1
0
3

2
5
7F
m

1
×

1
0
5

1
×

1
0
1

2
5
7M
d

1
×

1
0
7

1
×

1
0
2

2
5
8M
d

1
×

1
0
5

1
×

1
0
2

そ
の
他
の
放
射
性

同
位
元
素
（
別
表

第
二
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
も
の

1
×

1
0
3

1
×

1
0
－

1

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
も
の

1
×

1
0
4

1
×

1
0
－

1

備
考

１
　
濃
度
の
単
位
Ｂ
ｑ
／
ｇ
は
、
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
を
示
す
。

２
　
第
２
欄
及
び
第
３
欄
に
掲
げ
る
数
量
及
び
濃
度
に
つ
い
て
、
放
射
平
衡
に
含
め
る
親
核
種
と
子
孫
核
種
は
次
表
に
よ
る
。

親
核
種

子
孫
核
種

２
８

Ｍ
ｇ

２
８

Ａ
ｌ

４
４

Ｔ
ｉ

４
４

Ｓ
ｃ

６
０

Ｆ
ｅ

６
０
ｍ

Ｃ
ｏ

６
８

Ｇ
ｅ

６
８

Ｇ
ａ

８
３

Ｒ
ｂ

８
３
ｍ

Ｋ
ｒ

８
２

Ｓ
ｒ

８
２

Ｒ
ｂ

９
０

Ｓ
ｒ

９
０

Ｙ

８
７

Ｙ

８
７
ｍ

Ｓ
ｒ

９
３

Ｚ
ｒ

９
３
ｍ

Ｎ
ｂ

９
７

Ｚ
ｒ

９
７

Ｎ
ｂ

９
５
ｍ

Ｔ
ｃ

９
５

Ｔ
ｃ
（
０
．
０
４
）
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１
０
６

Ｒ
ｕ

１
０
６

Ｒ
ｈ

１
０
８
ｍ

Ａ
ｇ

１
０
８

Ａ
ｇ
（
０
．
０
８
９
）

１
２
１
ｍ

Ｓ
ｎ

１
２
１

Ｓ
ｎ
（
０
．
７
７
６
）

１
２
６

Ｓ
ｎ

１
２
６
ｍ

Ｓ
ｂ

１
２
２

Ｘ
ｅ

１
２
２

Ｉ

１
３
７

Ｃ
ｓ

１
３
７
ｍ

Ｂ
ａ

１
４
０

Ｂ
ａ

１
４
０

Ｌ
ａ

１
４
４

Ｃ
ｅ

１
４
４

Ｐ
ｒ

１
４
８
ｍ

Ｐ
ｍ

１
４
８

Ｐ
ｍ
（
０
．
０
４
６
）

１
４
６

Ｇ
ｄ

１
４
６

Ｅ
ｕ

１
７
２

Ｈ
ｆ

１
７
２

Ｌ
ｕ

１
７
８

Ｗ

１
７
８

Ｔ
ａ

１
８
８

Ｗ

１
８
８

Ｒ
ｅ

１
８
９

Ｒ
ｅ

１
８
９
ｍ

Ｏ
ｓ
（
０
．
２
４
１
）

１
９
４

Ｏ
ｓ

１
９
４

Ｉ
ｒ

１
８
９

Ｉ
ｒ

１
８
９
ｍ

Ｏ
ｓ

１
８
８

Ｐ
ｔ

１
８
８

Ｉ
ｒ

１
９
４

Ｈ
ｇ

１
９
４

Ａ
ｕ

１
９
５
ｍ

Ｈ
ｇ

１
９
５

Ｈ
ｇ
（
０
．
５
４
２
）

２
１
０

Ｐ
ｂ

２
１
０

Ｂ
ｉ
、
２
１
０

Ｐ
ｏ

２
１
２

Ｐ
ｂ

２
１
２

Ｂ
ｉ
、
２
０
８

Ｔ
ｌ
（
０
．
３
６
）
、
２
１
２

Ｐ
ｏ
（
０
．
６
４
）

２
１
０
ｍ

Ｂ
ｉ

２
０
６

Ｔ
ｌ

２
１
２

Ｂ
ｉ

２
０
８

Ｔ
ｌ
（
０
．
３
６
）
、
２
１
２

Ｐ
ｏ
（
０
．
６
４
）

２
２
０

Ｒ
ｎ

２
１
６

Ｐ
ｏ

２
２
２

Ｒ
ｎ

２
１
８

Ｐ
ｏ
、
２
１
４

Ｐ
ｂ
、
２
１
４

Ｂ
ｉ
、
２
１
４

Ｐ
ｏ

２
２
３

Ｒ
ａ

２
１
９

Ｒ
ｎ
、
２
１
５

Ｐ
ｏ
、
２
１
１

Ｐ
ｂ
、
２
１
１

Ｂ
ｉ
、
２
０
７

Ｔ
ｌ

２
２
４

Ｒ
ａ

２
２
０

Ｒ
ｎ
、
２
１
６

Ｐ
ｏ
、
２
１
２

Ｐ
ｂ
、
２
１
２

Ｂ
ｉ
、
２
０
８

Ｔ
ｌ
（
０
．
３
６
）
、
２
１
２

Ｐ
ｏ
（
０
．
６
４
）

２
２
６

Ｒ
ａ

２
２
２

Ｒ
ｎ
、
２
１
８

Ｐ
ｏ
、
２
１
４

Ｐ
ｂ
、
２
１
４

Ｂ
ｉ
、
２
１
４

Ｐ
ｏ
、
２
１
０

Ｐ
ｂ
、
２
１
０

Ｂ
ｉ
、
２
１
０

Ｐ
ｏ

２
２
８

Ｒ
ａ

２
２
８

Ａ
ｃ

２
２
５

Ａ
ｃ

２
２
１

Ｆ
ｒ
、
２
１
７

Ａ
ｔ
、
２
１
３

Ｂ
ｉ
、
２
１
３

Ｐ
ｏ
（
０
．
９
７
８
）
、
２
０
９

Ｔ
ｌ
（
０
．
０
２
１
６
）
、
２
０
９

Ｐ
ｂ
（
０
．
９
７
８
）

２
２
７

Ａ
ｃ

２
２
３

Ｆ
ｒ
（
０
．
０
１
３
８
）

２
３
７

Ｎ
ｐ

２
３
３

Ｐ
ａ

２
４
２
ｍ

Ａ
ｍ

２
４
２

Ａ
ｍ

２
４
３

Ａ
ｍ

２
３
９

Ｎ
ｐ

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

第1

欄

第2

欄

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類

数
量
（B

q

）

T
h

3
.
7
×

1
0
6
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U
3
.
7
×

1
0
6

P
u

3
.
7
×

1
0
3

（
た
だ
し
、2

4
3P
u

、2
4
5P
u

及
び

2
4
6P
u

に
あ
つ
て
は
、3

.
7
×

1
0
5

）
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